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第１部 

埼玉県における 
男女共同参画の状況 

 

 

 本県の人口概況とともに、男女共同参画の推進状況として「女性の社会参画」「労働」「家庭生活」「防災」

「男女共同参画に関する意識」「教育」「女性に対する暴力の根絶」「健康・福祉」の分野ごとに、これまで

の各種統計、調査等によるデータなどをもとにまとめました。 
 

※ 統計データについては、できるだけ新しい数値を盛り込むよう努めました。データ名や出典については本文や
グラフ中に記載しています。特にことわりのない場合、本県のデータを示しています。 

  なお、数値については、単位未満四捨五入のため、合計とは必ずしも一致していないところがあります。 
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■埼玉県における男女共同参画の状況  
 〇人口概況 
 
１ 人口と世帯 
（１）人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 県統計課「埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告」より作成 

（２）核家族世帯の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 総務省「国勢調査」より作成

２ 人口動態 
（３）合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 厚生労働省「人口動態統計」より作成

 
 令和4年1月現在、本県の人
口は7,385,819人で、内訳は
女 性 が 3,697,521 人 、 男 性 が
3,688,298人である。 
 また、平均年齢は46.9歳で前
年に比べて0.3歳の上昇となり、
男女別にみると、女性が48.1歳、
男性が45.8歳である。 
 平成14年（20年前）と比較す
ると、年少人口、生産年齢人口
はともに減少し、65歳以上の老
年人口が増加している。 
 
 
 
 本県一般世帯数に占める核家
族世帯の割合は、59.1％と全国
平均（54.2％）より4.9ポイント
高く、奈良県、和歌山県に次い
で全国3位となっている。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 本県の令和3年の合計特殊出
生率※は1.22（全国第42位）であ
る。 
 第二次ベビーブームの頃（昭
和46～49年）は2.4前後であっ
たが、平成16年に過去最低の
1.20を記録した後は、僅かでは
あるが増加の傾向にある。 
 
※ 合計特殊出生率…15歳から49歳ま

での女性の年齢別出生率を合計し
たもので、一人の女性が仮にその年
次の年齢別出生率で一生の間に子
供を産むとした子供の数。 
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（４）高齢化率の見通し 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
※ 令和2年までは総務省「国勢調査」、令和7年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日

本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）」より作成 

 本県の高齢化率※１は、令和2
年（2020年）の国勢調査では全
国で6番目の低さとなってい
る。 
 
※１ 高齢化率…総人口に占める65歳

以上の割合。 
※２ 国勢調査の数値について、平成

22年度から「不詳」数を分母に
含めない方法で算出されてお
り、平成17年度の数値は総務省
統計局が同様の算出方法で再計
算した数字を採用。 

 

 

 〇女性の社会参画 
 
１ 政治への参画 
（５）本県議会における女性の立候補者及び議員の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
※ 県市町村課調べ

（６）市町村議会の状況（各年12月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」より作成

 
 平成31年4月に行われた本県
議会議員選挙において、129人
の立候補者のうち女性は26人
となった。 
 また、当選者数は93人中女性
が14人で、昭和62年以降最も
多くなり、その割合は15.1％と
なった。 

 

 

 
 
 
 令和3年12月末現在、県内市
町村議会議員における女性の
数は287人（市230人、町村57
人）で、その割合は、市が24.1％、
町村が19.4％、全体で23.0％で
ある。 
 女性議員の割合は、1位は東
京都（29.7％）で埼玉県は全国
4位となっている。 
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■埼玉県における男女共同参画の状況  
 〇人口概況 
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※ 県統計課「埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告」より作成 

（２）核家族世帯の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 総務省「国勢調査」より作成

２ 人口動態 
（３）合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 厚生労働省「人口動態統計」より作成

 
 令和4年1月現在、本県の人
口は7,385,819人で、内訳は
女 性 が 3,697,521 人 、 男 性 が
3,688,298人である。 
 また、平均年齢は46.9歳で前
年に比べて0.3歳の上昇となり、
男女別にみると、女性が48.1歳、
男性が45.8歳である。 
 平成14年（20年前）と比較す
ると、年少人口、生産年齢人口
はともに減少し、65歳以上の老
年人口が増加している。 
 
 
 
 本県一般世帯数に占める核家
族世帯の割合は、59.1％と全国
平均（54.2％）より4.9ポイント
高く、奈良県、和歌山県に次い
で全国3位となっている。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 本県の令和3年の合計特殊出
生率※は1.22（全国第42位）であ
る。 
 第二次ベビーブームの頃（昭
和46～49年）は2.4前後であっ
たが、平成16年に過去最低の
1.20を記録した後は、僅かでは
あるが増加の傾向にある。 
 
※ 合計特殊出生率…15歳から49歳ま

での女性の年齢別出生率を合計し
たもので、一人の女性が仮にその年
次の年齢別出生率で一生の間に子
供を産むとした子供の数。 
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■埼玉県における男女共同参画の状況  
 〇人口概況 
 
１ 人口と世帯 
（１）人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 県統計課「埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告」より作成 

（２）核家族世帯の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 総務省「国勢調査」より作成

２ 人口動態 
（３）合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 厚生労働省「人口動態統計」より作成

 
 令和4年1月現在、本県の人
口は7,385,819人で、内訳は
女 性 が 3,697,521 人 、 男 性 が
3,688,298人である。 
 また、平均年齢は46.9歳で前
年に比べて0.3歳の上昇となり、
男女別にみると、女性が48.1歳、
男性が45.8歳である。 
 平成14年（20年前）と比較す
ると、年少人口、生産年齢人口
はともに減少し、65歳以上の老
年人口が増加している。 
 
 
 
 本県一般世帯数に占める核家
族世帯の割合は、59.1％と全国
平均（54.2％）より4.9ポイント
高く、奈良県、和歌山県に次い
で全国3位となっている。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 本県の令和3年の合計特殊出
生率※は1.22（全国第42位）であ
る。 
 第二次ベビーブームの頃（昭
和46～49年）は2.4前後であっ
たが、平成16年に過去最低の
1.20を記録した後は、僅かでは
あるが増加の傾向にある。 
 
※ 合計特殊出生率…15歳から49歳ま

での女性の年齢別出生率を合計し
たもので、一人の女性が仮にその年
次の年齢別出生率で一生の間に子
供を産むとした子供の数。 
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※ 令和2年までは総務省「国勢調査」、令和7年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日

本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）」より作成 

 本県の高齢化率※１は、令和2
年（2020年）の国勢調査では全
国で6番目の低さとなってい
る。 
 
※１ 高齢化率…総人口に占める65歳

以上の割合。 
※２ 国勢調査の数値について、平成

22年度から「不詳」数を分母に
含めない方法で算出されてお
り、平成17年度の数値は総務省
統計局が同様の算出方法で再計
算した数字を採用。 

 

 

 〇女性の社会参画 
 
１ 政治への参画 
（５）本県議会における女性の立候補者及び議員の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
※ 県市町村課調べ

（６）市町村議会の状況（各年12月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」より作成

 
 平成31年4月に行われた本県
議会議員選挙において、129人
の立候補者のうち女性は26人
となった。 
 また、当選者数は93人中女性
が14人で、昭和62年以降最も
多くなり、その割合は15.1％と
なった。 

 

 

 
 
 
 令和3年12月末現在、県内市
町村議会議員における女性の
数は287人（市230人、町村57
人）で、その割合は、市が24.1％、
町村が19.4％、全体で23.0％で
ある。 
 女性議員の割合は、1位は東
京都（29.7％）で埼玉県は全国
4位となっている。 
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２ 審議会等への参画 
（７）審議会等における女性の委員数と割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県人権・男女共同参画課調べ（各年4月1日現在）

（８）市町村審議会等における女性の委員数と割合の推移 

   （広域で設置している審議会等の委員数を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※ 県人権・男女共同参画課調べ

３ 司法への参画 
（９）弁護士の男女比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 日本弁護士連合会事務局調べ

 
 令和4年4月現在、本県の審議
会等委員総数1,461人のうち、女
性の委員は587人で、その割合
は40.2％（前年比0.9ポイント
増）である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 令和4年4月現在※、県内市町
村の審議会等委員総数31,881
人のうち、女性の委員は9,203
人で、その割合は28.9％である。

※ 調査時点は原則として令和4年4月
1日現在であるが、各市町村の事情
により異なる場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 本県の弁護士総数918人のう
ち、女性の弁護士は158人（前年
比1人増）である。また、その割
合 は 17.2 ％ で 、 全 国 平 均
（19.4％）より2.2ポイント低く
なっている。 
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※ 県人事課調べ

※ 病院局の地方独立行政法人化に伴い、R3以降は病院局を含まない

（11）市町村における女性の職員・役付職員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県人権・男女共同参画課調べ

５ 地域における参画 
（12）自治会長に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の 
  推進状況（令和3年度）」より作成 
 

 

 令和4年4月1日現在、本県の
女性職員は7,738人中2,585人
で、割合は33.4％となっている。
 また、女性役付職員（主査級
以 上 ） は 、 3,622人 中 790人
（21.8%）、そのうち副課長級以
上の女性管理職は843人中111
人（13.2％）となっている。 
 
※ 全任命権者（教育・警察・令和3年

度から病院局は除く。） 

 
 
 

 

 令和4年4月1日現在、県内の
市町村における職員のうち女性
職員の割合は41.6％、女性役付
職員の割合は30.9％である。 
 また、管理職相当職以上の職
員のうち、女性職員の割合は
15.9％となっている。 
 
 
 
 
 
 
 

 令和3年4月1日現在、自治会
長に占める女性の割合は5.3％
（全都道府県中21番目）であ
り、全国平均の6.3％より下回っ
ている。 
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２ 審議会等への参画 
（７）審議会等における女性の委員数と割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県人権・男女共同参画課調べ（各年4月1日現在）

（８）市町村審議会等における女性の委員数と割合の推移 

   （広域で設置している審議会等の委員数を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※ 県人権・男女共同参画課調べ

３ 司法への参画 
（９）弁護士の男女比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 日本弁護士連合会事務局調べ

 
 令和4年4月現在、本県の審議
会等委員総数1,461人のうち、女
性の委員は587人で、その割合
は40.2％（前年比0.9ポイント
増）である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 令和4年4月現在※、県内市町
村の審議会等委員総数31,881
人のうち、女性の委員は9,203
人で、その割合は28.9％である。

※ 調査時点は原則として令和4年4月
1日現在であるが、各市町村の事情
により異なる場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 本県の弁護士総数918人のう
ち、女性の弁護士は158人（前年
比1人増）である。また、その割
合 は 17.2 ％ で 、 全 国 平 均
（19.4％）より2.2ポイント低く
なっている。 
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※ 県人事課調べ

※ 病院局の地方独立行政法人化に伴い、R3以降は病院局を含まない

（11）市町村における女性の職員・役付職員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県人権・男女共同参画課調べ

５ 地域における参画 
（12）自治会長に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の 
  推進状況（令和3年度）」より作成 
 

 

 令和4年4月1日現在、本県の
女性職員は7,738人中2,585人
で、割合は33.4％となっている。
 また、女性役付職員（主査級
以 上 ） は 、 3,622人 中 790人
（21.8%）、そのうち副課長級以
上の女性管理職は843人中111
人（13.2％）となっている。 
 
※ 全任命権者（教育・警察・令和3年

度から病院局は除く。） 

 
 
 

 

 令和4年4月1日現在、県内の
市町村における職員のうち女性
職員の割合は41.6％、女性役付
職員の割合は30.9％である。 
 また、管理職相当職以上の職
員のうち、女性職員の割合は
15.9％となっている。 
 
 
 
 
 
 
 

 令和3年4月1日現在、自治会
長に占める女性の割合は5.3％
（全都道府県中21番目）であ
り、全国平均の6.3％より下回っ
ている。 
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４ 県・市町村における女性の職員
（10）県における女性の職員・役付職員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県人事課調べ

※ 病院局の地方独立行政法人化に伴い、R3以降は病院局を含まない

（11）市町村における女性の職員・役付職員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県人権・男女共同参画課調べ

５ 地域における参画 
（12）自治会長に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の 
  推進状況（令和3年度）」より作成 
 

 

 令和4年4月1日現在、本県の
女性職員は7,738人中2,585人
で、割合は33.4％となっている。
 また、女性役付職員（主査級
以 上 ） は 、 3,622人 中 790人
（21.8%）、そのうち副課長級以
上の女性管理職は843人中111
人（13.2％）となっている。 
 
※ 全任命権者（教育・警察・令和3年

度から病院局は除く。） 

 
 
 

 

 令和4年4月1日現在、県内の
市町村における職員のうち女性
職員の割合は41.6％、女性役付
職員の割合は30.9％である。 
 また、管理職相当職以上の職
員のうち、女性職員の割合は
15.9％となっている。 
 
 
 
 
 
 
 

 令和3年4月1日現在、自治会
長に占める女性の割合は5.3％
（全都道府県中21番目）であ
り、全国平均の6.3％より下回っ
ている。 
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※ 県人事課調べ

※ 病院局の地方独立行政法人化に伴い、R3以降は病院局を含まない

（11）市町村における女性の職員・役付職員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県人権・男女共同参画課調べ

５ 地域における参画 
（12）自治会長に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の 
  推進状況（令和3年度）」より作成 
 

 

 令和4年4月1日現在、本県の
女性職員は7,738人中2,585人
で、割合は33.4％となっている。
 また、女性役付職員（主査級
以 上 ） は 、 3,622人 中 790人
（21.8%）、そのうち副課長級以
上の女性管理職は843人中111
人（13.2％）となっている。 
 
※ 全任命権者（教育・警察・令和3年

度から病院局は除く。） 

 
 
 

 

 令和4年4月1日現在、県内の
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職員の割合は30.9％である。 
 また、管理職相当職以上の職
員のうち、女性職員の割合は
15.9％となっている。 
 
 
 
 
 
 
 

 令和3年4月1日現在、自治会
長に占める女性の割合は5.3％
（全都道府県中21番目）であ
り、全国平均の6.3％より下回っ
ている。 
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１ 女性の就業率 
（13）年代別の女性の就業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 総務省「国勢調査」より作成

２ 民間企業等における女性 
（14）階級別役職者に占める女性割合の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・令和2年から、役職者は、10人以上の常用労働者を雇用する企業を集計対象とするよう

変更しているが、令和元年度以前の企業区分（100人以上の常用労働者を雇用する企
業）と比較可能となるよう、同様の企業規模区分の数値により算出した。 

※ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成

３ 女性の雇用者の状況 
（15）女性雇用者（15～64歳）の年代別比率推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総務省「就業構造基本調査」より作成

 

 令和2年の本県の女性就業率
※を年代別にみると、25～29歳
の層の81.7％と45～49歳の層
の77.8％を2つの頂点として、
35～39歳の71.8％を底とする
Ｍ字型曲線を描いている。 
 平成27年より上昇したもの
の、Ｍ字型の底は、本県の男性
や全国の女性の数値と比較し
ても、依然低い状況にある。 
 
※ 就業率…15歳以上の人口のうち、

就業者の割合 
 （就業者とは、調査期間中収入を伴う

仕事を少しでもした人をいう。） 
 
 令和3年の全国の民間企業等
（従業員数100人以上）におけ
る役職者を階級別にみると、部
長相当職は7.7％、課長相当職は
12.4％、係長相当職は20.7％で
あり、長期的にみると増加傾向
にある。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 本県の15～64歳の女性雇用
者1,406千人を年代別にみる
と、前回調査（平成24年）から
比べて、30歳代、60歳～64歳の
比率は減少したが、その他の年
代では増加した。 
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（16）女性の雇用者に占める非正規雇用者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成

（17）女性無業者のうち就業を希望する人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・65歳以上の就業希望者数は、57,500人である。 
※ 総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成

４ 賃金 
（18）男女の賃金格差の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成

 本県の女性雇用者（役員を除
く）に占めるパート・アルバイ
トの比率は48.4％で、全国平均
44.0％より高くなっている。 
 非正規雇用は女性の約6割を
占める一方、男性では2割超と
なっている。 
 
※ パート、アルバイト等の雇用形態

は、勤め先での呼称による。 

 
 
 
 
 
 本県の就業していない女性
156万人のうち、就業を希望す
る女性は30～40歳代を中心に
34万1千人（21.8％）いる。そ
の割合は、全国で4番目に高く、
全国19.3％に比べて2.5ポイン
ト高くなっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 本県における令和3年の男性
一般労働者の平均賃金水準（所
定内給与額※）を100（331,700
円）としたとき、女性一般労働
者の給与水準は76.5（253,700
円）となっており、格差は長期
的には縮小傾向にある。 
 
※ 所定内給与額…決まって支給する

現金給与額のうち、超過労働給与
額を差し引いた額をいう。 
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労働者派遣事業所の派遣社員 契約社員・嘱託

その他

h非正規の職員・従業員h正規の職員・従業員

8.0 

36.6 

66.3 64.6 
60.3 62.3 

52.8 

44.1 

29.8 

19.7 
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7

女性の就職希望者数 女性無業者のうち、就業を希望する人の割合（万人） （％）

63.5 
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76.7 
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63.1 
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73.3 

74.3 

74.3 

75.2 

30
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70
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90

100

平成9 12 15 18 21 24 27 30 令和3

県

全国

（男性の所定内給与額＝100）

（年）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

15      20      25      30      35      40     45      50     55      60 
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0 

0          20          40          60        80        100 （％）
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20,100
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５ 家庭と仕事の両立支援 
（19）家庭生活の優先度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

（20）仕事と育児の両立支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県多様な働き方推進課「令和3年度埼玉県就労実態調査」より作成

（21）育児休業取得率（県内中小企業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※ 県多様な働き方推進課「令和3年度埼玉県就労実態調査」より作成

 
 希望・現実ともに、「仕事や自
分の活動と家庭生活を同時に
重視｣が男女双方で最も多い。
【現実】で2番目に多いのは、女
性が「どちらかといえば、仕事
や自分の活動よりも家庭生活
を優先｣で、男性が「どちらかと
いえば、家庭生活より仕事や自
分の活動を優先｣となってい
る。 
 
 
 
 

 法定を超える仕事と育児の
両立支援制度がないと回答し
た事業所の割合は、県内中小企
業で32.1％であった。大企業で
は21.9％が支援制度がないと
回答している。さらに、両立支
援の内容をみると、中小企業で
は「始業・終業時刻の繰上げ・
繰下げ（時差出勤）」が43.6%、
大企業では「子の看護休暇の時
間単位での取得」が47.9%と最
も多くなっている。 

 
 

 

 令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの1年間に出産し
た女性労働者及び配偶者が出
産した男性労働者について、中
小企業における育児休業の取
得率をみると、女性は94.3％、
男性は16.5％となっている。 
  
※ 参考…県内大企業での育児休業取得率 
     女性労働者：95.7％ 
     男性労働者：23.3％ 
 
 
 
 

   女性（1,223人）       男性（937人）  
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仕事と育児の両立支援制度の整備状況（割合）

中小企業 大企業
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89.9 92.5 95.5 94.2
89.5 89.4
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（22）仕事と介護の両立支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県多様な働き方推進課「令和3年度埼玉県就労実態調査」より作成

 法定を超える仕事と介護の
両立支援制度がないと回答し
た事業所は、県内中小企業で
35.7％であった。大企業では
23.5％が支援制度がないと回
答している。 
 利用できる制度として最も
多いものは中小企業では「始
業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
（時差出勤）」で41.1%、大企業
では「介護休暇の時間単位での
取得」で50.0%となっている。

 

 〇家庭生活 
 
１ ライフスタイル 
（23）女性の働き方の理想と現実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

（24）従業上の地位別に見た妻の家事分担割合（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ 国立社会保障・人口問題研究所「第6回全国家庭動向調査（2018年実施）」より作成

 
 女性の働き方について、理
想・現実ともに女性は「子育て
の時期だけ一時やめ、その後は
パートタイムで仕事を続ける」
が最も多く、男性は理想は「結
婚や出産の有無にかかわらず、
仕事を続ける」が最も多く、現
実は「子育ての時期だけ一時や
め、その後はパートタイムで仕
事を続ける」が最も多くなって
いる。 
 
※ 女性の働き方の実態は、女性を「自

分自身の働き方」、男性を「妻の働
き方」とする。 

 

 妻が「常勤」で働く世帯では、
「パート」「自営」「その他」と
比べて、妻の家事分担割合は相
対的に少ない。それでも約6割
の妻が家事の80％以上を担っ
ている。 
 また、専業主婦を含む「その
他」の妻においては、8割超が
80％以上の家事を分担してい
る。 
 
※ 「その他」…大多数は仕事を持たな

いいわゆる専業主婦 
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５ 家庭と仕事の両立支援 
（19）家庭生活の優先度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

（20）仕事と育児の両立支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県多様な働き方推進課「令和3年度埼玉県就労実態調査」より作成

（21）育児休業取得率（県内中小企業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※ 県多様な働き方推進課「令和3年度埼玉県就労実態調査」より作成

 
 希望・現実ともに、「仕事や自
分の活動と家庭生活を同時に
重視｣が男女双方で最も多い。
【現実】で2番目に多いのは、女
性が「どちらかといえば、仕事
や自分の活動よりも家庭生活
を優先｣で、男性が「どちらかと
いえば、家庭生活より仕事や自
分の活動を優先｣となってい
る。 
 
 
 
 

 法定を超える仕事と育児の
両立支援制度がないと回答し
た事業所の割合は、県内中小企
業で32.1％であった。大企業で
は21.9％が支援制度がないと
回答している。さらに、両立支
援の内容をみると、中小企業で
は「始業・終業時刻の繰上げ・
繰下げ（時差出勤）」が43.6%、
大企業では「子の看護休暇の時
間単位での取得」が47.9%と最
も多くなっている。 

 
 

 

 令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの1年間に出産し
た女性労働者及び配偶者が出
産した男性労働者について、中
小企業における育児休業の取
得率をみると、女性は94.3％、
男性は16.5％となっている。 
  
※ 参考…県内大企業での育児休業取得率 
     女性労働者：95.7％ 
     男性労働者：23.3％ 
 
 
 
 

   女性（1,223人）       男性（937人）  
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（22）仕事と介護の両立支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県多様な働き方推進課「令和3年度埼玉県就労実態調査」より作成

 法定を超える仕事と介護の
両立支援制度がないと回答し
た事業所は、県内中小企業で
35.7％であった。大企業では
23.5％が支援制度がないと回
答している。 
 利用できる制度として最も
多いものは中小企業では「始
業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
（時差出勤）」で41.1%、大企業
では「介護休暇の時間単位での
取得」で50.0%となっている。

 

 〇家庭生活 
 
１ ライフスタイル 
（23）女性の働き方の理想と現実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

（24）従業上の地位別に見た妻の家事分担割合（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ 国立社会保障・人口問題研究所「第6回全国家庭動向調査（2018年実施）」より作成

 
 女性の働き方について、理
想・現実ともに女性は「子育て
の時期だけ一時やめ、その後は
パートタイムで仕事を続ける」
が最も多く、男性は理想は「結
婚や出産の有無にかかわらず、
仕事を続ける」が最も多く、現
実は「子育ての時期だけ一時や
め、その後はパートタイムで仕
事を続ける」が最も多くなって
いる。 
 
※ 女性の働き方の実態は、女性を「自

分自身の働き方」、男性を「妻の働
き方」とする。 

 

 妻が「常勤」で働く世帯では、
「パート」「自営」「その他」と
比べて、妻の家事分担割合は相
対的に少ない。それでも約6割
の妻が家事の80％以上を担っ
ている。 
 また、専業主婦を含む「その
他」の妻においては、8割超が
80％以上の家事を分担してい
る。 
 
※ 「その他」…大多数は仕事を持たな

いいわゆる専業主婦 
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※ 県多様な働き方推進課「令和3年度埼玉県就労実態調査」より作成

 法定を超える仕事と介護の
両立支援制度がないと回答し
た事業所は、県内中小企業で
35.7％であった。大企業では
23.5％が支援制度がないと回
答している。 
 利用できる制度として最も
多いものは中小企業では「始
業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
（時差出勤）」で41.1%、大企業
では「介護休暇の時間単位での
取得」で50.0%となっている。

 

 〇家庭生活 
 
１ ライフスタイル 
（23）女性の働き方の理想と現実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

（24）従業上の地位別に見た妻の家事分担割合（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ 国立社会保障・人口問題研究所「第6回全国家庭動向調査（2018年実施）」より作成

 
 女性の働き方について、理
想・現実ともに女性は「子育て
の時期だけ一時やめ、その後は
パートタイムで仕事を続ける」
が最も多く、男性は理想は「結
婚や出産の有無にかかわらず、
仕事を続ける」が最も多く、現
実は「子育ての時期だけ一時や
め、その後はパートタイムで仕
事を続ける」が最も多くなって
いる。 
 
※ 女性の働き方の実態は、女性を「自

分自身の働き方」、男性を「妻の働
き方」とする。 

 

 妻が「常勤」で働く世帯では、
「パート」「自営」「その他」と
比べて、妻の家事分担割合は相
対的に少ない。それでも約6割
の妻が家事の80％以上を担っ
ている。 
 また、専業主婦を含む「その
他」の妻においては、8割超が
80％以上の家事を分担してい
る。 
 
※ 「その他」…大多数は仕事を持たな

いいわゆる専業主婦 
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（22）仕事と介護の両立支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県多様な働き方推進課「令和3年度埼玉県就労実態調査」より作成

 法定を超える仕事と介護の
両立支援制度がないと回答し
た事業所は、県内中小企業で
35.7％であった。大企業では
23.5％が支援制度がないと回
答している。 
 利用できる制度として最も
多いものは中小企業では「始
業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
（時差出勤）」で41.1%、大企業
では「介護休暇の時間単位での
取得」で50.0%となっている。

 

 〇家庭生活 
 
１ ライフスタイル 
（23）女性の働き方の理想と現実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

（24）従業上の地位別に見た妻の家事分担割合（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ 国立社会保障・人口問題研究所「第6回全国家庭動向調査（2018年実施）」より作成

 
 女性の働き方について、理
想・現実ともに女性は「子育て
の時期だけ一時やめ、その後は
パートタイムで仕事を続ける」
が最も多く、男性は理想は「結
婚や出産の有無にかかわらず、
仕事を続ける」が最も多く、現
実は「子育ての時期だけ一時や
め、その後はパートタイムで仕
事を続ける」が最も多くなって
いる。 
 
※ 女性の働き方の実態は、女性を「自

分自身の働き方」、男性を「妻の働
き方」とする。 

 

 妻が「常勤」で働く世帯では、
「パート」「自営」「その他」と
比べて、妻の家事分担割合は相
対的に少ない。それでも約6割
の妻が家事の80％以上を担っ
ている。 
 また、専業主婦を含む「その
他」の妻においては、8割超が
80％以上の家事を分担してい
る。 
 
※ 「その他」…大多数は仕事を持たな

いいわゆる専業主婦 
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２ 男性にとっての男女共同参画 
（25）男性の家事・育児・介護等の時間数（週当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 総務省「社会生活基本調査」より作成

（26）他都県への通勤・通学者数とその割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総務省「令和2年国勢調査」より作成
通勤・通学時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総務省「令和3年社会生活基本調査」より作成

  
 本県の10歳以上の男性につ
いて、週当たりの生活時間をみ
ると、前回調査時（平成28年）
と比べて育児時間は変わらない
ものの、家事及び介護・看護時
間が長くなっている。育児を含
めた全体の時間数は63分（1日
当たり9分）長くなり、全国1位
となった。 
 
 
 
 

 

 他都県への通勤・通学者数は
約123万人で、神奈川県に次い
で全国2位であり、その割合は
16.8%で全国1位となっている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また、10歳以上の県民が通
勤・通学にかける時間は男女と
もに長く、男性は103分で神奈
川県、東京都に次ぎ全国3位、女
性も82分と全国で4番目の長さ
となっている。 
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（27）子育て世代の長時間労働（週60時間以上就業している人の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成

３ 子育ての社会的支援 
（28）保育所待機児童数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県少子政策課調べ

 本県の年間就業日数200日以
上の男性（15歳以上）のうち、
週60時間以上就業している男
性の割合は、全国（14.3％）よ
り0.8ポイント高く、15.1％とな
っている。 
 さらに、25～44歳の子育て世
代では18.2％と、全国（16.2％）
より2.0ポイント高い。 
 
 
 
 
 
 
 本県の令和4年4月1日現在の
待機児童数は296人で、前年
（388人）から92人減少した。
 
※1・※2：平成27・29年4月に 

待機児童の定義を変更 

 

 

 〇防災 
 

１ 防災分野における参画 
（29）県・市町村防災会議での女性委員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進

状況（令和4年度）」より作成 

 
 
 令和4年4月1日現在、本県の
防災会議での女性委員が占める
割合は、23.3％（73人中17人）
で、全国平均（19.2％）より4.1
ポイント高くなっている。 
 県内市町村では総数2,029人
のうち女性は247人（12.2％）で
あり、防災会議の設置されてい
る57市町村中5市町村に女性委
員がいない。 
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（27）子育て世代の長時間労働（週60時間以上就業している人の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成

３ 子育ての社会的支援 
（28）保育所待機児童数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県少子政策課調べ

 本県の年間就業日数200日以
上の男性（15歳以上）のうち、
週60時間以上就業している男
性の割合は、全国（14.3％）よ
り0.8ポイント高く、15.1％とな
っている。 
 さらに、25～44歳の子育て世
代では18.2％と、全国（16.2％）
より2.0ポイント高い。 
 
 
 
 
 
 
 本県の令和4年4月1日現在の
待機児童数は296人で、前年
（388人）から92人減少した。
 
※1・※2：平成27・29年4月に 

待機児童の定義を変更 

 

 

 〇防災 
 

１ 防災分野における参画 
（29）県・市町村防災会議での女性委員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進

状況（令和4年度）」より作成 

 
 
 令和4年4月1日現在、本県の
防災会議での女性委員が占める
割合は、23.3％（73人中17人）
で、全国平均（19.2％）より4.1
ポイント高くなっている。 
 県内市町村では総数2,029人
のうち女性は247人（12.2％）で
あり、防災会議の設置されてい
る57市町村中5市町村に女性委
員がいない。 
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（30）消防団員に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県消防課調べ

 令和3年4月1日現在、本県の
女性消防団員数は、13,763人中
726人（5.3％）であり、年々そ
の割合は増加している。 
 また、全国では3.4％となって
おり、県が1.9ポイント上回って
いる。（全国の値は消防庁「消防
防災・震災対策現況調査」によ
る。） 

 

 〇男女共同参画に関する意識 
 
１ 男女平等に関する意識 
（31）男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

２ 性別による役割分担意識 
（32）性別役割分担意識～男性は仕事、女性は家庭～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

 
 男女平等に関する意識では、
男女とも【政治】【社会通念や風
潮】【社会全体】に不平等感を強
く感じている。 
 また、【家庭生活】において男
女の意識差が大きくなってお
り「平等になっている」は15.3
ポイント男性の方が高く、「平
等になってない」は12.4ポイン
ト女性の方が高くなっている。
 
 
 
 

 
 
 「男性は仕事、女性は家庭」と
いう性別役割分担意識につい
て、男女ともに、「同感しない」
の割合が増え、「同感する」割合
が減っている。また、男性の「同
感しない」が初めて6割を超え
た。 
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 〇教育 
 
１ 公立学校での男女平等教育の推進状況
（33）男女平等教育の推進状況 

  （教科等における計画的な取組の実施率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県教育局人権教育課調べ

２ 高等学校の男女共学、別学の状況 
（34）公・私立高等学校の共学、別学の状況（令和4年5月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県学事課、教育局県立学校人事課調べ

３ 高等学校卒業者の進路 
（35）高等学校卒業者（現役）の進路（令和3年3月卒業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

※ 文部科学省「令和3年度学校基本調査」より作成

 
 令和4年3月現在、県内の各公
立学校※での男女平等教育の推
進状況について（教科等におけ
る計画的な取組の実施率）は、
小学校が70.4％（702校中494
校）、中学校が79.6％（358校
中285校）、高等学校が86.5％
（141校中122校）、特別支援学
校が51.3％（39校中20校）であ
る。 
 
※ さいたま市立学校は含まない。 

 
 
 
 

 令和4年5月現在、本県の高等
学校における共学校の割合は、
公立が91.7％、私立が83.6％で
ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 令和3年3月に県内の高等学
校を卒業した女子の進路は、大
学が53.1％と最も高い。続い
て、専修学校、就職、短大とな
っている。 
 短大等を合わせた女子の大
学等進学率は60.8％（全国平均
59.6％）で全国12位となってい
る。 
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（30）消防団員に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県消防課調べ

 令和3年4月1日現在、本県の
女性消防団員数は、13,763人中
726人（5.3％）であり、年々そ
の割合は増加している。 
 また、全国では3.4％となって
おり、県が1.9ポイント上回って
いる。（全国の値は消防庁「消防
防災・震災対策現況調査」によ
る。） 

 

 〇男女共同参画に関する意識 
 
１ 男女平等に関する意識 
（31）男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

２ 性別による役割分担意識 
（32）性別役割分担意識～男性は仕事、女性は家庭～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

 
 男女平等に関する意識では、
男女とも【政治】【社会通念や風
潮】【社会全体】に不平等感を強
く感じている。 
 また、【家庭生活】において男
女の意識差が大きくなってお
り「平等になっている」は15.3
ポイント男性の方が高く、「平
等になってない」は12.4ポイン
ト女性の方が高くなっている。
 
 
 
 

 
 
 「男性は仕事、女性は家庭」と
いう性別役割分担意識につい
て、男女ともに、「同感しない」
の割合が増え、「同感する」割合
が減っている。また、男性の「同
感しない」が初めて6割を超え
た。 
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 〇教育 
 
１ 公立学校での男女平等教育の推進状況
（33）男女平等教育の推進状況 

  （教科等における計画的な取組の実施率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県教育局人権教育課調べ

２ 高等学校の男女共学、別学の状況 
（34）公・私立高等学校の共学、別学の状況（令和4年5月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県学事課、教育局県立学校人事課調べ

３ 高等学校卒業者の進路 
（35）高等学校卒業者（現役）の進路（令和3年3月卒業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

※ 文部科学省「令和3年度学校基本調査」より作成

 
 令和4年3月現在、県内の各公
立学校※での男女平等教育の推
進状況について（教科等におけ
る計画的な取組の実施率）は、
小学校が70.4％（702校中494
校）、中学校が79.6％（358校
中285校）、高等学校が86.5％
（141校中122校）、特別支援学
校が51.3％（39校中20校）であ
る。 
 
※ さいたま市立学校は含まない。 

 
 
 
 

 令和4年5月現在、本県の高等
学校における共学校の割合は、
公立が91.7％、私立が83.6％で
ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 令和3年3月に県内の高等学
校を卒業した女子の進路は、大
学が53.1％と最も高い。続い
て、専修学校、就職、短大とな
っている。 
 短大等を合わせた女子の大
学等進学率は60.8％（全国平均
59.6％）で全国12位となってい
る。 
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４ 大学等への入学と専攻分野 
（36）大学・短期大学入学者の専攻分野別構成（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 文部科学省「令和3年度学校基本調査」より作成

５ 女性の教員 
（37）女性の教員の占める割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 文部科学省「令和3年度学校基本調査」より作成

（38）公立小・中・高等学校の女性教員管理職数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 文部科学省「令和3年度学校基本調査」より作成

 

 大学に入学した女性の25.5％
が社会科学、続いて19.0％が人
文科学を専攻し、男性の37.7％
が社会科学、続いて22.2％が工
学を専攻している。 
 短期大学に入学した女性の
40.2％が教育、続いて19.6％が
家政を専攻し、男性の23.1％が
社会科学、続いて18.8％が工業
を専攻している。 
 
 
 
 
 
 
 
 令和3年5月現在、本県の国
立、公立及び私立学校における
教員数は50,541人で、そのう
ち 女 性 教 員 の 割 合 は 54.0 ％
（27,302人）となっている。 
 その割合は幼稚園が最も高
く、高等学校が最も低い。 
 
 
 
 
 
 
 
 令和3年5月現在、本県の公
立学校における女性教員管理
職は小学校では校長が193人
で 24.0 ％ 、 教 頭 が 196 人 で
23.4％、中学校では校長が37人
で9.0％、教頭が62人で14.1％、
高 等 学 校 で は 校 長 が 12人で
8.3％、副校長・教頭が29人で
13.1％である。 
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 〇女性に対する暴力の根絶 
 
１ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）相談件数
（39）ＤＶ相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県人権・男女共同参画課調べ

２ 配偶者等から受けた暴力 
（40）配偶者等や交際相手からの暴力被害経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

（41）配偶者等から受けた暴力に関する相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

 
 令和3年度に受けたＤＶに関
する相談件数は県が2,132件、
市町村が9,507件となってい
る。 
 
※  県：配偶者暴力相談支援センター、

   （婦人相談センター・男女共同
参画推進センター）及び福祉
事務所が受けたＤＶ相談件数
の合計 

 
※  市町村：ＤＶに関わる総相談件数

 
 
 

 

 配偶者等から受けた被害及
び、交際相手から受けた被害で、
心理的攻撃が最も多くなってい
る。また、すべての行為におい
て、被害を経験した人の割合は、
女性が男性を上回っている。 
 
※ 各行為説明 
・身体的暴行…なぐる、ける、物を投げ

つける、突き飛ばすなどの身体に対
する暴行 

・心理的攻撃…人格を否定するような
暴言や交友関係を細かく監視するな
どの精神的な嫌がらせなど 

・性的強要…性的な行為の強要など 
・経済的圧迫…必要な生活費を渡さな

い、外で働くことを妨害されるなど
 
※ 「経験はまったくない」、「無回答」

は省略。 
 
 配偶者等から受けた暴力につ
いて、相談状況を男女別にみる
と、「相談した」女性は42.2％、
男性は14.0％である。一方、「相
談できなかった」「相談しよう
と思わなかった」女性は51.6%、
男性は81.3％で、女性の約半
数、男性の約8割の人が相談し
ていない状況である。 
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42.2%女性
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相談した 相談できなかった

相談しようとは思わなかった 無回答

14.0%

男性

（107人）

（％） （％）
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25.5
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5.413.58.96.34.218.823.1
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7.4
（446人）
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（7,618人）

76.0
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（375人）
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17.34.9 5.4 9.3 4.5



15

第
１
部

埼
玉
県
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
状
況

４ 大学等への入学と専攻分野 
（36）大学・短期大学入学者の専攻分野別構成（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 文部科学省「令和3年度学校基本調査」より作成

５ 女性の教員 
（37）女性の教員の占める割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 文部科学省「令和3年度学校基本調査」より作成

（38）公立小・中・高等学校の女性教員管理職数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 文部科学省「令和3年度学校基本調査」より作成

 

 大学に入学した女性の25.5％
が社会科学、続いて19.0％が人
文科学を専攻し、男性の37.7％
が社会科学、続いて22.2％が工
学を専攻している。 
 短期大学に入学した女性の
40.2％が教育、続いて19.6％が
家政を専攻し、男性の23.1％が
社会科学、続いて18.8％が工業
を専攻している。 
 
 
 
 
 
 
 
 令和3年5月現在、本県の国
立、公立及び私立学校における
教員数は50,541人で、そのう
ち 女 性 教 員 の 割 合 は 54.0 ％
（27,302人）となっている。 
 その割合は幼稚園が最も高
く、高等学校が最も低い。 
 
 
 
 
 
 
 
 令和3年5月現在、本県の公
立学校における女性教員管理
職は小学校では校長が193人
で 24.0 ％ 、 教 頭 が 196 人 で
23.4％、中学校では校長が37人
で9.0％、教頭が62人で14.1％、
高 等 学 校 で は 校 長 が 12人で
8.3％、副校長・教頭が29人で
13.1％である。 

11.2 

8.9 

8.7 

19.0 

理学1.8 

教養0.4 

教養1.3 工業0.4 農学0.4 

農学2.9 

農学2.9 

家政0.5 芸術1.8 

8.2 

8.6 

9.3 

9.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

短期大学

男性

(5,530人)

短期大学

女性

(40,055人)

大学

男性

(339,127人)

大学

女性

(287,913人)

30.9
（3,407人）

42.9
（5,389人）

61.7
（12,894人）

92.6
（5,612人）

54.0
（27,302人）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高等学校

11,025人

中学校

12,569人

小学校

20,889人

幼稚園

6,058人

全体

50,541人

女性 男性

13.1
(29人)

8.3
(12人)

14.1
(62人)

9.0
(37人)

23.4
(196人）

24.0
（193人）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

副校長

教頭

校長

副校長

教頭

校長

副校長

教頭

校長

女性 男性

 

公立 

小学校 

 

 
 
公立 

中学校 

 

 

公立 

高等 

学校 

 0            20           40           60           80         100 （％）

0         20         40         60         80         100 （％） 

 0          20          40          60          80         100 （％）

 〇女性に対する暴力の根絶 
 
１ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）相談件数
（39）ＤＶ相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県人権・男女共同参画課調べ

２ 配偶者等から受けた暴力 
（40）配偶者等や交際相手からの暴力被害経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

（41）配偶者等から受けた暴力に関する相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

 
 令和3年度に受けたＤＶに関
する相談件数は県が2,132件、
市町村が9,507件となってい
る。 
 
※  県：配偶者暴力相談支援センター、

   （婦人相談センター・男女共同
参画推進センター）及び福祉
事務所が受けたＤＶ相談件数
の合計 

 
※  市町村：ＤＶに関わる総相談件数

 
 
 

 

 配偶者等から受けた被害及
び、交際相手から受けた被害で、
心理的攻撃が最も多くなってい
る。また、すべての行為におい
て、被害を経験した人の割合は、
女性が男性を上回っている。 
 
※ 各行為説明 
・身体的暴行…なぐる、ける、物を投げ

つける、突き飛ばすなどの身体に対
する暴行 

・心理的攻撃…人格を否定するような
暴言や交友関係を細かく監視するな
どの精神的な嫌がらせなど 

・性的強要…性的な行為の強要など 
・経済的圧迫…必要な生活費を渡さな

い、外で働くことを妨害されるなど
 
※ 「経験はまったくない」、「無回答」

は省略。 
 
 配偶者等から受けた暴力につ
いて、相談状況を男女別にみる
と、「相談した」女性は42.2％、
男性は14.0％である。一方、「相
談できなかった」「相談しよう
と思わなかった」女性は51.6%、
男性は81.3％で、女性の約半
数、男性の約8割の人が相談し
ていない状況である。 
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配偶者
23.8%

父母
0.6%

その他の親族
1.7%

 〇健康・福祉 
 
１ 高齢化社会 
（45）健康寿命の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県衛生研究所調べ

（46）主な介護者の要介護者等との続柄・性別等（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 厚生労働省「令和元年国民生活基礎調査」より作成

２ 相談の受付状況 
（47）男女共同参画推進センター、婦人相談センター等の相談受付状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県人権・男女共同参画課調べ

 
 本県の令和2年の健康寿命※

は、女性20.66年、男性17.87年
で、前年と比べて上昇している。
 
※ 健康寿命… 65歳に達したのち、介

護保険制度の要介護2以上に認定さ
れるまでの期間。 

 
 
 
 
 
 

 
 主な介護者は、要介護者等と
の「同居」が54.4％と最も多く、
次いで「別居の家族」13.6％と
なっている。 
 他方、同居の主な介護者の
65.0％が女性であり、女性が介
護の担い手となっていることが
わかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 令和3年度の状況は、男女共同
参画推進センターで9,533件、
婦人相談センターで2,463件、
福祉事務所で338件、12,334件
の相談を受け付けた。 
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（42）相談できなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

３ 子供への影響 
（43）子供の目撃の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

４ 性犯罪の実態 
（44）強制性交等・強制わいせつの認知件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県警察本部刑事総務課調べ

 配偶者等から受けた暴力に
ついて相談できなかった理由
として、「相談するほどのこと
ではないと思った」が最も多く
女性は44.4％、男性は60.9％を
占めている。 
 
※ 「その他」、「無回答」は省略。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 配偶者等から暴力を受けた
際に、子供がその様子を「目撃
していた」は女性で22.1％、男
性で17.8％となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 強制性交等・強制わいせつの
認知件数は、令和3年は強制性
交等が69件、強制わいせつが
342件であった。 
 
※ 刑法の一部が改正（平成29年7月13

日施行）され、強姦の罪名、構成要
件等が改められたことに伴い、「強
姦」を「強制性交等」に変更した。
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世間体が悪い

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、

もっとひどい暴力をうけると思った

相談窓口の担当者の言動により、

不快な思いをすると思った
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※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

３ 子供への影響 
（43）子供の目撃の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

４ 性犯罪の実態 
（44）強制性交等・強制わいせつの認知件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県警察本部刑事総務課調べ

 配偶者等から受けた暴力に
ついて相談できなかった理由
として、「相談するほどのこと
ではないと思った」が最も多く
女性は44.4％、男性は60.9％を
占めている。 
 
※ 「その他」、「無回答」は省略。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 配偶者等から暴力を受けた
際に、子供がその様子を「目撃
していた」は女性で22.1％、男
性で17.8％となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 強制性交等・強制わいせつの
認知件数は、令和3年は強制性
交等が69件、強制わいせつが
342件であった。 
 
※ 刑法の一部が改正（平成29年7月13

日施行）され、強姦の罪名、構成要
件等が改められたことに伴い、「強
姦」を「強制性交等」に変更した。
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配偶者
23.8%

父母
0.6%

その他の親族
1.7%

 〇健康・福祉 
 
１ 高齢化社会 
（45）健康寿命の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県衛生研究所調べ

（46）主な介護者の要介護者等との続柄・性別等（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 厚生労働省「令和元年国民生活基礎調査」より作成

２ 相談の受付状況 
（47）男女共同参画推進センター、婦人相談センター等の相談受付状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県人権・男女共同参画課調べ

 
 本県の令和2年の健康寿命※

は、女性20.66年、男性17.87年
で、前年と比べて上昇している。
 
※ 健康寿命… 65歳に達したのち、介

護保険制度の要介護2以上に認定さ
れるまでの期間。 

 
 
 
 
 
 

 
 主な介護者は、要介護者等と
の「同居」が54.4％と最も多く、
次いで「別居の家族」13.6％と
なっている。 
 他方、同居の主な介護者の
65.0％が女性であり、女性が介
護の担い手となっていることが
わかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 令和3年度の状況は、男女共同
参画推進センターで9,533件、
婦人相談センターで2,463件、
福祉事務所で338件、12,334件
の相談を受け付けた。 

 

    

    

19.68 19.77 19.76 19.75 19.84 
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17.19 
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その他
0.5%

（42）相談できなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

３ 子供への影響 
（43）子供の目撃の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県男女共同参画課「令和2年度男女共同参画に関する意識・実態調査」より作成

４ 性犯罪の実態 
（44）強制性交等・強制わいせつの認知件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県警察本部刑事総務課調べ

 配偶者等から受けた暴力に
ついて相談できなかった理由
として、「相談するほどのこと
ではないと思った」が最も多く
女性は44.4％、男性は60.9％を
占めている。 
 
※ 「その他」、「無回答」は省略。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 配偶者等から暴力を受けた
際に、子供がその様子を「目撃
していた」は女性で22.1％、男
性で17.8％となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 強制性交等・強制わいせつの
認知件数は、令和3年は強制性
交等が69件、強制わいせつが
342件であった。 
 
※ 刑法の一部が改正（平成29年7月13

日施行）され、強姦の罪名、構成要
件等が改められたことに伴い、「強
姦」を「強制性交等」に変更した。

44.4 

27.8 

24.8 
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14.3 
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9.8 
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4.5 
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60.9 

26.4 

13.8 

32.2 

19.5 

17.2 

9.2 

9.2 

14.9 

3.4 

1.1 
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相談するほどのことではないと思った

相談しても無駄だと思った

自分さえ我慢すれば、このまま何とか

やっていくことができると思った

自分に悪いところがあると思った

他人を巻き込みたくない

恥ずかしくて誰にも言えなかった

思い出したくない

誰（どこ）に相談してよいのかわからなかった

世間体が悪い

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、

もっとひどい暴力をうけると思った

相談窓口の担当者の言動により、

不快な思いをすると思った

女性

男性

（％）

22.1%
6.2%
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３ 医療従事者の女性割合 
（48）医師、歯科医師、薬剤師に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 厚生労働省「令和2年医師・歯科医師・薬剤師統計」より作成 
※２ 医師と歯科医師は、医療施設の従事者である。また、薬剤師は薬局・医療施設の 

  従事者である。 

 
 令和2年12月31日現在、本県
の医療従事者の女性割合は医
師が22.6％（全国平均22.8％）、
歯科医師が25.2％（同24.8％）、
薬剤師が65.7％（同65.2％）と
なっている。 

 

  

65.7
（8,924人）

25.2
（1,376人）

22.6
（2,947人）
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第２部 

埼玉県の
男女共同参画施策の 
実施状況 

 

 

 県では、平成29年度から令和3年度までの5年間を計画期間とする「埼玉県男女共同参画基本計画」を

平成29年3月に策定しました。また、令和4年度から令和8年度までの5年間を計画期間とする新たな「埼

玉県男女共同参画基本計画」を令和4年3月に策定したところです。 

 第2部では、県の男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにするため、埼玉県男女共同参

画基本計画の体系及び推進指標の達成に向けた取組状況や事業の実績等について記載しました。また、埼

玉県男女共同参画基本計画を実効性あるものにするため、平成15年度に導入した「男女共同参画配慮度

評価」の内容、男女共同参画社会の実現に向けた総合的な拠点施設である男女共同参画推進センター

（With You さいたま）の事業などを掲載しました。 
  

77.4
（10,110人）

74.8
（4,092人）

34.3
（4,663人）


